
次のとおり一般競争入札に付します。

平成２３年　５月２７日

１．業務概要等
（１）業 務 名 熱帯作物特性解析・素材開発実験棟改修工事設計及び監理業務

（２）業務場所 沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1

独立行政法人国際農林水産業研究センター　熱帯・島嶼研究拠点

（３）履行期限 平成２４年　３月　９日まで　

２．競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者であること。

（１）　独立行政法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第７条の

規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）　契約規程第８条の規定に該当しない者であること。

（３）平成２３・２４年度の独立行政法人国際農林水産業研究センターの競争参加資格における「測量・建設

コンサルタント等契約」の業種区分のうち「建築士事務所」において「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされてい

る者であること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがされている者及

び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手

続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再申請を行うこと。）ただし、農林水産省大臣

官房経理課・農林水産技術会議事務局及び内閣府沖縄総合事務局が作成の有資格者名簿に登載され

ている者を含む。

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者及び民事再生法に基づき再生手続開始の

申立てをされている者（上記（３）の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

（５）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月7日付け19経第1314号農林

水産省大臣官房経理課長通達）に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設

業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等から排除要請があり、その状態が継続して

いる者でないこと。

（6）測量・建設コンサルタント等業務請負契約に係る指名停止等の措置(平成7年6月12日7経第987号

農林水産省大臣官房経理課長通知）に基づく指名停止期間中でないこと。

３．入札手続等
（１）担当部局

〒305-8686 茨城県つくば市大わし１－１

独立行政法人国際農林水産業研究センター総務部財務課施設管理係

電話　029-838-6325、FAX　029-838-6328

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法

本公告日から 平成２３年　６月１３日（月） までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日

午前９時から午後５時まで上記（１）において交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合はA4判が入る返信用封筒に住所、会社名及び担当者氏名

など所要事項を記入のうえ、200円分の切手を貼付し、上記（１）に送付すること。

入　札　公　告　

                                                            独立行政法人国際農林水産業研究センター

                                                                                          理事長　　岩　永 　勝



（３）入札説明会の開催

　　　　　　開催しない。

（４）入札及び開札の日時、場所及び方法

平成２３年　６月１４日（火） 午前１１時００分

〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1

独立行政法人国際農林水産業研究センター熱帯・島嶼研究拠点　本館２階大会議室

電話　0980-88-6105

なお、配布した入札書説明書等は返却すること。

(郵便入札は可能です。なお、郵便入札を行う場合は平成２３年　６月１３日（月）午後５時までに

入札書が到着するように、書留郵便で差し出すこと。ただし、再度の入札があった場合は引き続き

行いますので、郵便入札を行った場合は再度入札には参加できません。）

４．そ　の　他
（１）契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

１）入札保証金　免除

２）契約保証金　履行保証保険契約の締結又は公共工事履行保証証券による保証を付することに

より、契約保証金を免除する。

（３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のし

 た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（４）落札者の決定方法

本公告及び入札説明書に示した競争参加資格等の要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が

契約規程第３２条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。

（５）契約書作成の要否

要

（６）一般競争参加資格を有していない者の参加

上記２（３）に掲げる一般競争参加資格を有していない者で競争に参加しようとする場合は、開札の

 時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

（７）入札説明書交付の際の提出書類

　 上記３（２）に掲げる入札説明書の交付を受ける際は、上記２（３）に関する資格審査結果通知書の

写しを提出すること。

（８）その他

詳細は入札説明書による。


